
○富山地区広域圏事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦

覧等の手続に関する条例

平成12年10月27日条例第１号

（趣旨）

第１条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」

という。）第９条の３第２項（同条第８項において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定

に基づき、同条第１項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る届出及び同条第７項に規定

する一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際し、理事長が実施した周辺地域の生活環境に及

ぼす影響についての調査（以下「生活環境影響調査」という。）の結果及び法第８条第２項第

２号から第９号までに掲げる事項を記載した書類（以下「報告書等」という。）の縦覧手続並

びに生活環境の保全上の見地からの意見書（以下「意見書」という。）の提出方法について必

要な事項を定めるものとする。

（対象となる施設の種類）

第２条 報告書等の公衆への縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物

の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３００号）第５条第１項に規定するご

み処理施設のうち焼却施設及び同条第２項に規定する一般廃棄物の最終処分場（以下「施設」

と総称する。）とする。

（縦覧の告示）

第３条 理事長は、法第９条の３第２項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しようとすると

きは、報告書等を縦覧の場所及び縦覧の期間その他規則で定める事項を告示するものとする。

（縦覧の場所及び期間）

第４条 前条の縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。

（１）富山地区広域圏事務組合事務局

（２）生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、理事長が指定する場所

（３）前２号に掲げるもののほか、理事長が必要と認める場所

２ 前条の縦覧の期間は、同条の告示の日から起算して１月間とする。

（意見書の提出先等の告示）

第５条 理事長は、法第９条の３第２項の規定により施設の設置又は変更に関し利害関係を有す

る者は生活環境の保全上の見地からの意見書を提出できる旨、意見書を提出する場合の提出先

及び提出期限その他必要な事項を告示するものとする。

（意見書の提出先及び提出期限）

第６条 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。

（１）富山地区広域圏事務組合事務局

（２）前号に掲げるもののほか、理事長が必要と認める場所

２ 前条の規定による告示があったときは、施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、

第４条第２項の縦覧の期間の満了の日の翌日から起算して２週間を経過する日までに、理事長

に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。

（環境影響評価との関係）

第７条 施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法（平成９年法律第８１号）又は富山県環境

影響評価条例（平成１１年富山県条例第３８号）に基づく環境影響評価（生活環境影響調査に



相当する内容を有するものに限る。）に係る告示、縦覧等の手続を経たものは、第３条から前

条までに定める手続を経たものとみなす。

（他の市町村との協議）

第８条 理事長は、施設の設置に関する区域が次の各号のいずれかに該当するときは、当該区域

を管轄する市町村の長に報告書等の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施につ

いて協議するものとする。

（１）施設を他の市町村の区域に設置するとき

（２）施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき

（３）施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域、他の市町村の区域が含ま

れているとき

（委任）

第９条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の日前に施設の設置又は変更に関し、富山県環境影響評価要綱（平成２年富

山県告示第４５２号）に基づく環境影響評価（生活環境影響調査に相当する内容を有するもの

に限る。）に係る告示、縦覧等の手続を経たものは、この条例の相当規定によりなされた施設

とみなす。



○富山地区広域圏事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦

覧等の手続に関する条例施行規則

平成12年10月27日規則第１号

（趣旨）

第１条 この規則は、富山地区広域圏事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影

響調査結果の縦覧等の手続に関する条例（平成１２年条例第１号。以下「条例」という。）第

９条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（縦覧の告示）

第２条 条例第３条の規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

（１）条例第２条に規定する施設（以下単に「施設」という。）の名称

（２）施設の設置の場所

（３）施設の種類

（４）施設において処理する一般廃棄物の種類

（５）施設の処理能力（施設が一般廃棄物の最終処分場である場合にあっては、一般廃棄物の埋

立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量）

（６）実施した生活環境影響調査の項目

（縦覧の期間等）

第３条 条例第４条第２項に規定する縦覧の期間のうち、次に掲げる日は、休日とする。

（１）日曜日及び土曜日

（２）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

（３）１２月２９日から翌年の１月３日までの日（前２号に掲げる日を除く。）

２ 縦覧の時間は、午前９時から午後５時までとする。

（縦覧の申込み）

第４条 条例第３条の規定により縦覧に供された報告書等（条例第１条に規定する報告書等をい

う。以下同じ。）を縦覧しようとする者（以下「縦覧者」という。）は、あらかじめ、縦覧申

込書（別記様式）を理事長に提出しなければならない。

（縦覧者の遵守事項）

第５条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

（１）報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと

（２）報告書等を汚損し、又は損傷しないこと

２ 理事長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

（意見書の記載事項）

第６条 条例第６条第２項に規定する意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

（１）氏名及び住所（法人にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地）

（２）施設の名称

（３）生活環境の保全上の見地からの意見

附 則

この規則は、公布の日から施行する。



別記様式（第４条関係）

縦 覧 申 込 書

年 月 日

富山地区広域圏事務組合理事長 様

縦覧者 住所（所在地）

氏名（名称及び代表者の氏名）

次の一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果等を縦覧したいので、申し込みます。

（一般廃棄物処理施設の名称）



○富山地区広域圏事務組合一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格を定める条例

平成25年2月20日条例第１号

（趣旨）

第１条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」

という。）第２１条第３項の規定に基づき、富山地区広域圏事務組合が法第６条第１項の規定に

より一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格を定め

るものとする。

（技術管理者の資格）

第２条 技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第２条第１項に規定する技術士（化学部門、上下水

道部門又は衛生工学部門に係る第２次試験に合格した者に限る。）

(2) 技術士法第２条第１項に規定する技術士（前号に該当する者を除く。）であって、１年以

上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) ２年以上法第２０条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく大学（短期大学を除く。次号において同

じ。）の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修

めて卒業した後、２年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛

生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、３年以上廃棄物の処理に

関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相

当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、４年以上廃棄

物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相

当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、５

年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当

する学科を修めて卒業した後、６年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験

を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又

はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、７年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務

に従事した経験を有する者

(10)１０年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11)理事長が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認める者

附 則

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。


